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一般廃棄物の収集運搬に係る現状について

C市における一般廃棄
物収集運搬業許可を
有する事業者

登録再生利用事業場
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物収集運搬業許可を
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Ｅ市における一般廃棄物収集運搬
業許可を有する事業者

Ｄ町における一般
廃棄物収集運搬
業許可を有する事
業者

広域的に事業を展開する食品関連事業者は、店舗の所在する市町村において廃棄物収集運搬業の許可を有する廃棄物
処理事業者と契約を結ばなければならないため、効率的なリサイクルを図る上で一定の制約を受けている。
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